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前橋市女性活躍のための在宅ワーク推進事業に係る 

公募型プロポーザル Ｑ＆Ａ 

 

Ｎｏ．１ 

大項目 ５ 応募資格 

ページ・項目 Ｐ．３ （３） 

質疑内容  応募資格（３）に「前橋市物品購入等及び役務業務競争入札

参加資格の認定を受けており、かつ、当該認定を受けた品目に

『（大分類）研修講習（小分類）研修・講習』が含まれている

こと。または、法人税、消費税、地方消費税等の租税及び労働

保険料を滞納していないこと。」とありますが、前橋市の入札

参加資格認定を受けていない事業者であっても、その他の要件

を満たしていれば応募は可能でしょうか。 

回答 

(5/21 公表) 

 可能です。「入札参加資格の認定を受けていること」または「租

税及び労働保険料の滞納をしていないこと」のいずれかを満たす

こととしております。したがって、入札参加資格の認定を受けて

ない事業者であっても、後者の要件を満たすことが分かる書類を

提出することで本プロポーザルに応募することが可能です。 

なお、入札参加資格の認定は毎月１５日までに受理完了となった

場合、翌月１日の認定が見込まれます。 

 

 


